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データの提出に遅延等が認められた保険医療機関におけるデータ提出加算の取扱いについて

「診療報酬の算定方法」（平成20年厚生労働省告示第59号）第１章第２部第２節入院基本料等加算

に規定する項目のうち、A245 データ提出加算については、データの提出（データの再照会に係る提

出も含む。）に遅延等が認められた保険医療機関は、当該月の翌々月において当該加算が算定できな

いこと等とされているところである。

今般、別添の保険医療機関において、平成30年６月22日に提出すべき平成29年４月から平成30年３

月分の再照会に係るデータの提出に遅延等が認められたため、平成30年８月のデータ提出加算を算定

することができないことから、その取扱いに遺漏のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。

写〇



保険医療機関名 適用期間

医療法人社団我汝会えにわ病院 061‐1449 北海道恵庭市黄金中央2丁目1番地の1

医療法人社団慈成会東旭川病院 078‐8251 北海道旭川市東旭川北1条6丁目146番地1

医療法人達生堂城西病院 307‐0001 茨城県結城市大字結城10745-24

日本大学病院 101‐8309 東京都千代田区神田駿河台1-6

医療法人伯鳳会東京曳舟病院 131‐0032 東京都墨田区東向島2-27-1

社会医療法人社団慈生会等潤病院 121‐0075 東京都足立区一ツ家4-3-4

医療法人社団昌医会葛西昌医会病院 134‐8678 東京都江戸川区東葛西六丁目30-3

医療法人社団永生会南多摩病院 193‐0832 東京都八王子市散田町三丁目10番1号

医療法人社団温知会間中病院 250‐0012 神奈川県小田原市本町4-1-26

医療法人社団青葉会牧野記念病院 226‐0003 神奈川県横浜市緑区鴨居2-21-11

南砺市民病院 932‐0211 富山県南砺市井波938番地

医療法人善正会上田病院 561‐0833 大阪府豊中市庄内幸町4丁目28番12号

医療法人豊旺会共立病院 547‐0011 大阪府大阪市平野区長吉出戸7-14-13

神戸市立西神戸医療センター 651‐2273 兵庫県神戸市西区糀台5丁目7-1

医療法人社団恵誠会大西病院 706‐0001 岡山県玉野市田井3丁目8番11号

医療法人仁徳会森下病院 719‐1136 岡山県総社市駅前1-6-1

新居浜協立病院 792‐0017 愛媛県新居浜市若水町1丁目7-45

独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター 811‐3195 福岡県古賀市千鳥1丁目1番1号

医療法人修腎会藤﨑病院 847‐0011 佐賀県唐津市栄町2576番地9

社会福祉法人恩賜財団済生会川内病院 895‐0074 鹿児島県薩摩川内市原田町2番46号

住所

平成30年８月１日から
平成30年８月31日

別 添


